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Ⅰ．ことばの教室における子どもの実態と指導

－全国調査結果から－

ここでは、平成 年度に本研究所が実施した「全国難聴・言語障害学級及び通級指導

教室実態調査」から、本研究に関係する部分を取り出して紹介し、ことばの教室における

「ことばの遅れ」を主訴とする子どもの対応についてその実態と指導内容について示す。

調査内容・結果等の詳細については、文献を参照されたいが、調査は郵送による質問紙

法、平成 年 月 日の実態を回答することとして依頼した。

１．ことばの教室における子どもの実態

指導を受けている幼児児童生徒について、特別支援学級と通級指導教室に分け、正式な

指導対象者と、正式な指導対象ではないが指導している子どもについて、難聴（ ㏈未満、

～ ㏈、 ～ ㏈、 ～ ㏈、 ㏈以上、不明、一側性難聴、人工内耳片耳、人工内

耳両耳）と言語障害（構音障害、口蓋裂、吃音、言語発達の遅れ、その他）別に、さらに

学校段階別に分けてその人数の記入を求めた。障害種別と学校段階別によって整理した結

果は表２－１に示す通りである。指導している幼児児童生徒の総数は、 名であった。

その内訳は幼児が 名、小学生が 名、中学生が 名、高校生以上は９名であ

った。

表２－１ 幼児・児童・生徒の内訳（全体）

（注）小低とは小学校低学年、小高とは小学校高学年を指す。表２－２，表２－３も同じ。

（１）指導の場

特別支援学級で指導を受けている幼児児童生徒は総計で 人であった 表２－２参

照）。そのうち学級に在籍している子どもは 人であり、在籍せずに指導している子ど

もは 人（ ）であった。

通級で指導を受けている子どもは 人であった（表２－３参照）。そのうち指導対

象として計数されているのは 人であり、教育相談等により正式な指導として計数さ

れないが指導している子どもは 人（ ）であった。

４０ｄＢ
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・効果的な指導プログラムの立案の仕方。

・個に応じた適切な指導の方法。

・様々なニーズのある子どもにどこから指導を開始するか。

・自己肯定感を育むための指導・支援の方法。

・実践している指導がよいかどうか不安。

・集中力を持続させること。

・課題意識や、意欲、モチベーションの弱い子どもへの指導。

・楽しく学べる教材の工夫。

・主訴と実態にズレがある場合の指導。

・教科補充と言語指導の兼ね合い、バランスのとり方。

・通常の学級で本来の力を発揮できるようにするにはどうするか。

・効果的なグループ指導の内容やグループの組み方。

・指導の終了の見極めが難しい。終了の目安がわからない。

３．幼児の指導について

（１）幼児の指導に関する基本資料

回答があった の校・園（機関）

のうち、幼児を指導している小学校や

幼稚園等機関の総数は で、

名が指導を受けていた。これらの幼児

の障害別内訳を図２－７に示した。こ

れは幼児１人について主たる障害１つ

とし、図中の６障害に分類したもので

ある。

結果は、「構音障害」と「言語発達の

遅れ」がほぼ同数であった。３番目は

「その他」であり「吃音」や「難聴」

を上回っていた。平成 年度実施の前

回調査と比べると「構音障害」と「そ

の他」の割合が増え「言語発達の遅れ」

の割合が減少した。

また、 機関のうち、専任の幼児

担当者を配置している機関は あり、

名の幼児が指導を受けていた。

また専任の幼児担当者を配置せずに幼

難聴

構音障害

口蓋裂

吃音

言語発達

の遅れ

その他

難聴
言語

障害
全体

幼児担当者なし

幼児担当者あり

図２－７ 障害別幼児数

図２－８ 幼児担当者の有無と指導人数
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児指導を行っている機関は あり、 名が指導を受けていた（図２－８）。

相談や指導の開始時期について

①開始時期

幼児を指導している 機関全体

について、相談や指導の開始年齢に

ついて回答を求めた結果を図２－９

に示した。

相談の開始は３歳台がもっとも

多く、続いて４歳台、２歳台の順で

あった。指導の開始は５歳台が最も

多く、続いて３歳台、４歳台であっ

た。少数であるが０歳台で指導を開

始している教室があった。

この結果を幼児担当者の有無で比較したところ、相談の開始年齢は「幼児担当者あり」

の機関では３歳が最も多く、「幼児担当者なし」の機関では４歳が最も多かった。また指導

の開始年齢は「幼児担当者あり」の機関では３歳が最も多く、「幼児担当者なし」の機関で

は５歳が最も多かった。

②教室への紹介者

幼児を指導している学級・教室への紹介者について、選択肢による回答を求めた（複数

回答可）結果を図２－１０に示した。回答は「保育所」、「幼稚園」と「保護者から直接」

が多く、この傾向は前回調査と同様である。

この結果から、幼児

を指導している学級・

教室が地域の幼児教育

機関や保護者への啓発

を行っていることがわ

かる。

また、少数ではある

が乳幼児健診や医療機

関からの紹介もあり、

地域における早期から

の支援システムの一員

として機能している難

言学級・教室があると

言えよう。
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図２－９ 相談や指導の開始年齢（数字は機関数）

図２－ 幼児の指導の場への紹介者（数字は機関数、複数回答）
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児指導を行っている機関は あり、 名が指導を受けていた（図２－８）。

相談や指導の開始時期について
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について、相談や指導の開始年齢に

ついて回答を求めた結果を図２－９

に示した。

相談の開始は３歳台がもっとも
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あった。指導の開始は５歳台が最も

多く、続いて３歳台、４歳台であっ
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の機関では３歳が最も多く、「幼児担当者なし」の機関では４歳が最も多かった。また指導

の開始年齢は「幼児担当者あり」の機関では３歳が最も多く、「幼児担当者なし」の機関で

は５歳が最も多かった。

②教室への紹介者

幼児を指導している学級・教室への紹介者について、選択肢による回答を求めた（複数

回答可）結果を図２－１０に示した。回答は「保育所」、「幼稚園」と「保護者から直接」

が多く、この傾向は前回調査と同様である。

この結果から、幼児

を指導している学級・

教室が地域の幼児教育

機関や保護者への啓発

を行っていることがわ

かる。

また、少数ではある

が乳幼児健診や医療機

関からの紹介もあり、

地域における早期から

の支援システムの一員

として機能している難

言学級・教室があると

言えよう。
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図２－９ 相談や指導の開始年齢（数字は機関数）

図２－ 幼児の指導の場への紹介者（数字は機関数、複数回答）

③地域の乳幼児健診への協力

次に、地域の乳幼児健診等への協力につい

て選択肢による回答を求めた（複数回答可）結

果を表２－４に示した。

回答数は多くはないものの、乳幼児健診や健

診後の指導に職員を派遣している学級・教室が

あった。こうした取組によって、乳幼児健診に

よる気づきから難言学級・教室における支援・

指導が直接連携し、一貫した支援を行っている

ものと思われる。

④幼児期の指導の後、小学校への引き継ぎについて

難言学級・教室への引き継ぎ

幼児担当者を配置する 教室について、小学校の難言学級・教室への引き継ぎに関す

る自由記述を回答内容で整理した。その結果「ケース会議等の実施」が 、「文書と口頭

で伝える」が 、「口頭で伝える」が 、「文書で伝える」が 、「就学指導員会等を経由

する」が６、「特になし」が７、「その他」が３であった。

「特になし」の中には幼児担当者がそのまま持ち上がりで小学生の指導をしている教室

が３あった。これらの回答に加えて「同じ教室内で幼児担当者と小学校が日常的に情報交

換している」という内容の記述が あった。

通常の学級への引き継ぎ

幼児期の指導の後、通常の学級への引き継ぎに関する自由記述を回答内容で整理すると

「幼児担当者」が 、「教育委員会等」が７、「幼稚園・保育所から」が６、「小学校の担

当者から」が２、「保護者から」が１、「特になし」が７であった。幼児担当者からの引き

継ぎの方法としては「口頭で伝える」が 、「ケース会議等の実施」が 、「文書と口頭で

伝える」が 、「文書で伝える」が であった。

⑤幼児の指導の場の設置・運営状況

設置形態

ここでは「幼児担当者あり」の機関、すなわち「幼児ことばの教室」等と呼ばれる機関

について検討する。本調査で回答があった「幼児担当者あり」の 機関について、設置

形態から「幼児単独 機関 」と「小学校の教室と併設 機関 」に分類し、さらに設置

場所と幼児担当者所属によって表２－５のように分類した。なおこれらの機関については

都道府県から回答があった。

「幼児単独」の機関の設置場所は「幼稚園内」、「教育委員会内等」、「福祉施設内」が見

られた。このうち「幼稚園内」の場合、幼児担当者はその幼稚園の教諭であり、一部、言

語聴覚士もいた。「教育委員会内等」の場合、幼児担当者は市町村教育委員会所属の職員で

健診等での役割 回答数

１歳半健診相談員

１歳半健診事後指導員

３歳児健診相談員

３歳児健診事後指導員

その他の健診の相談員

その他の健診の事後指導員

表２－４ 乳幼児健診等への協力（数字は人数）
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幼稚園教諭や指導員等であった。「福祉施設内」の場合、幼児担当者は市町村教育委員会所

属の職員で幼稚園教諭であった。

「小学校の教室と併設」の機関の設置場所は全て小学校であったが、幼児担当者所属に

よって５つに分類できた。すなわち、①市町村教育委員会所属の幼稚園教諭・指導員・言

語聴覚士等、②市町村立幼稚園所属の幼稚園教諭、③市町村福祉部局所属の幼稚園教諭、

指導員等、④小学校所属の幼稚園教諭、保育士、小学校教諭等、⑤親の会所属の幼稚園教

諭、保育士である。これらの幼児担当者は、それぞれの所属先ではなく小学校内で勤務し

ている。

幼稚園内に設置された機関は「○○幼稚園ことばの教室」等の名称で、また小学校内に

設置された機関の中には「○○小学校ことばの教室幼児部」等の名称で呼ばれるものがあ

るが、これらは「幼児期における通級指導教室」の一つの形態と言えるであろう。小学校

内に併設された機関が多数見られるが、こうした機関では幼児期と学齢期の支援に一貫性

を持たせることが容易であると考えられる。

表２－５ 「幼児ことばの教室」等の設置形態と担当者の所属、職種等

形態 設置場所 幼児担当者所属 幼児担当者の職種
設 置

数
計

幼児

単独

幼稚園内

市町村立幼稚園 幼稚園教諭、言語聴覚士等

市町村教育委員会 幼稚園教諭、言語聴覚士等

市町村福祉部局 幼稚園教諭

教育委員会内等 市町村教育委員会 幼稚園教諭

福祉施設内 市町村教育委員会 教育委員会職員

小 学 校

の教室

と

併設

小学校内

市町村教育委員会

等

幼稚園教諭、指導員、言語聴覚士

等

市町村立幼稚園 幼稚園教諭

市町村福祉部局 幼稚園教諭、保育士、指導員等

小学校
幼稚園教諭、保育士、小学校教諭

等

親の会 指導員

その他 保育士、幼稚園教諭等
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幼稚園教諭や指導員等であった。「福祉施設内」の場合、幼児担当者は市町村教育委員会所

属の職員で幼稚園教諭であった。

「小学校の教室と併設」の機関の設置場所は全て小学校であったが、幼児担当者所属に

よって５つに分類できた。すなわち、①市町村教育委員会所属の幼稚園教諭・指導員・言

語聴覚士等、②市町村立幼稚園所属の幼稚園教諭、③市町村福祉部局所属の幼稚園教諭、

指導員等、④小学校所属の幼稚園教諭、保育士、小学校教諭等、⑤親の会所属の幼稚園教

諭、保育士である。これらの幼児担当者は、それぞれの所属先ではなく小学校内で勤務し

ている。

幼稚園内に設置された機関は「○○幼稚園ことばの教室」等の名称で、また小学校内に

設置された機関の中には「○○小学校ことばの教室幼児部」等の名称で呼ばれるものがあ

るが、これらは「幼児期における通級指導教室」の一つの形態と言えるであろう。小学校

内に併設された機関が多数見られるが、こうした機関では幼児期と学齢期の支援に一貫性

を持たせることが容易であると考えられる。

表２－５ 「幼児ことばの教室」等の設置形態と担当者の所属、職種等

形態 設置場所 幼児担当者所属 幼児担当者の職種
設 置

数
計

幼児

単独

幼稚園内

市町村立幼稚園 幼稚園教諭、言語聴覚士等

市町村教育委員会 幼稚園教諭、言語聴覚士等

市町村福祉部局 幼稚園教諭

教育委員会内等 市町村教育委員会 幼稚園教諭

福祉施設内 市町村教育委員会 教育委員会職員

小 学 校

の教室

と

併設

小学校内

市町村教育委員会

等

幼稚園教諭、指導員、言語聴覚士

等

市町村立幼稚園 幼稚園教諭

市町村福祉部局 幼稚園教諭、保育士、指導員等

小学校
幼稚園教諭、保育士、小学校教諭

等

親の会 指導員

その他 保育士、幼稚園教諭等

幼児担当者の所属について

幼児担当者 名の所属について自由記述

で回答を求めた結果を図２－ に示した。回
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る実態が今回の調査でも見られた。

幼児担当者の職種

幼児担当者 名の職種について選択肢によ

り回答を求めた結果を図２－ に示した。「幼
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図２－ 幼児担当者の所属
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子育てに悩んでいる保護者に対しての子育て支援の一環にもなるというような「保護者と

のかかわりにおける利点（ 件）」、「就学時の引き継ぎのしやすさ（ 件）」などであった。

一方、課題としては、保護者とのかかわりに関する回答がもっとも多かった 件 。「親

のうけとめ方が様々である｡ことばの遅れ 主として構音 をすぐ認めて喜んで通級する場

合と｢そのうちに直るだろうから｣と延ばして入学近くになってあわてる場合」、「数回来た

ら改善すると思っている」など指導の必要性や効果について保護者に理解してもらうこと

が課題であるという回答や「保護者が就労の為、通級させるのにできない子どもに当教室

では送迎のサービスが無いので指導が中断してしまう」など保護者の負担を挙げる回答、

「就学までに治したいという保護者の気持ちが強いと子どもの自尊感を損なうことがある」

など親子関係への配慮の必要性を回答したものがみられた。

また、「幼児期の指導の難しさ（ 件）」や「対象児の増加（ 件）」「対象児の多様化

（８件）」などの課題が挙げられた。

４．まとめ

平成 年度に本研究所が実施した「全国難聴・言語障害学級及び通級指導教室実態調査」

から、ことばの教室における「ことばの遅れ」を主訴とする子どもに関して整理すると、

次のようなことが示される。

ことばの教室において、「言語発達の遅れ」と分類されて指導されている子どもは全体と

して であった。また、幼児・小学校低学年・小学校高学年・中学以上の年代別に言

語障害種別の構成比をみると、言語発達の遅れの割合が幼児では 、小学校低学年で

は 、小学校高学年では 、中学以上では であった。このことから幼児は、

言語発達の遅れを主訴として相談や指導を受けている割合が高いことが明らかになった。

しかし、幼児を対象にしてことばの指導をしている教育機関は全国では少なく、幼児への

指導の多くは、小学校のことばの教室でサービスとして行われていることが多い。保護者

が我が子のことばの遅れを心配し始めるのは、就学前からであり、調査結果では３歳の相

談件数が最も多くなっていた。保護者がことばの遅れを心配し始める時期に適切な対応が

なされることが必要である。幼児の担当者を配置したり、幼児単独の機関を設置して相談

や指導を行ったりしている機関は今回の調査結果では 機関であった。これらの機関で

の取組や工夫を明らかにして、他の地域でも参考になるような情報提供を行っていく必要

がある。

また、ことばの遅れを主訴とする子どもへの指導については、「語彙力など、ことばの力

を伸ばすための指導方法」、「コミュニケーション障害の子どもに対するニーズに応じた指

導の在り方」、「発達障害を併せ有する子どもが増えており、どのように指導を進めていけ

ばよいか」という課題があげられていた。挙げられた課題からは、ことばの教室に通う子

どもの実態が多様化していて、単にことばの面だけを指導すればよいのではなく、人との

かかわりや認知的な側面にも配慮した指導が必要であることが推察される。指導形態とし
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や指導を行ったりしている機関は今回の調査結果では 機関であった。これらの機関で

の取組や工夫を明らかにして、他の地域でも参考になるような情報提供を行っていく必要

がある。

また、ことばの遅れを主訴とする子どもへの指導については、「語彙力など、ことばの力

を伸ばすための指導方法」、「コミュニケーション障害の子どもに対するニーズに応じた指

導の在り方」、「発達障害を併せ有する子どもが増えており、どのように指導を進めていけ

ばよいか」という課題があげられていた。挙げられた課題からは、ことばの教室に通う子

どもの実態が多様化していて、単にことばの面だけを指導すればよいのではなく、人との

かかわりや認知的な側面にも配慮した指導が必要であることが推察される。指導形態とし

て１対１を中心に指導をしているものの、小グループによる指導も取り入れた形態が増え

ている傾向があるのも、多様な実態を示す子どもの教育的ニーズに対応していることが考

えられよう。このように「ことばの遅れ」を主訴とする多様な実態の子どもたちに対して、

さまざまな指導内容が求められている現状があると考えられる。

＜文 献＞

・国立特別支援教育総合研究所 ．平成 年度全国難聴・言語障害学級及び通級指導

教室実態調査報告書．
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Ⅱ．ことばの遅れを主訴とする子どもに対する指導実践の動向

－研究会における実践報告の概観－

１．はじめに

近年、通級による指導（言語障害）や言語障害特別支援学級では、ことばの遅れを主訴

とする子どもに対して、どのような指導・支援が実践されているのだろうか。ここでは難

聴・言語障害教育担当教員の研究会で発表された実践報告からその動向を探る。

難聴・言語障害教育においては、毎年、全国規模や、地方ブロック（近隣の都道府県の

まとまり）規模での研究大会が開催されている。難聴・言語障害教育担当教員を主な構成

員とする各都道府県の研究組織が持ち回りで企画・運営している。毎年、大会のテーマや

細かな構成において違いは見られるが、講演やシンポジウム等による全体会、実践報告と

協議を中心とした分科会という大枠は、大きくは変わらない。どのような分科会が設けら

れるかは、その年の大会を企画・運営する各都道府県の研究組織の考え方、方針によると

ころが大きいが、概ね、難聴、構音障害、吃音、言語発達の遅れ、教室経営、連携、等の

障害別、課題別に設けられることが多い。近年では、かかわり、コミュニケーションとい

った分科会や、発達障害の分科会が設けられる場合も見られる他、分科会名を設定しない

で、実践報告の本数分の分科会が設けられるような場合も見られる。

ここでは、全国規模の研究大会である、全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会（全

難言協）全国大会と、地方ブロックの研究大会のうち、参加している県が多く大会規模が

大きい、九州地区難聴・言語障害教育研究会（九難言研）を取り上げ、過去 年間（平成

年度～ 年度）に発表された実践報告を概観するが、本研究の趣旨に照らし、「言語発

達の遅れ」「言語発達に遅れのある子どもへの指導」等、「ことばの遅れ」に関する報告・

協議であることが明らかな分科会において発表された実践報告を対象とした。

「ことばの遅れを主訴とする子ども」といってもその状態像、背景要因は多様であり、

指導内容も様々な要素から構成されている場合が多い。以下に、対象とした実践報告に見

られた主な指導の観点を柱に整理するが、それぞれの報告における実践は、その一観点か

らのみの指導で成り立っているわけではない。

２．気持ちの表出、コミュニケーション

自分の気持ちや思いを相手に伝えること、わかり合えるようにすること、スムーズなコ

ミュニケーションを促すこと等に主眼を置いた指導実践が多く見られた。

鷺山（ ）は、小学校低学年の児童に対し、コミュニケーションする心と力を育むた

め、興味関心を拡げる、人と関わること、話すことの楽しさを味わうことを積み上げつつ、

思いを一語文や二語文で伝える実践を行い、その成果を報告している。宮下（ ）は、

小学校低学年の児童に対し、思いを伝える力の向上をめざして、共感的な理解を心がけ、
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２．気持ちの表出、コミュニケーション

自分の気持ちや思いを相手に伝えること、わかり合えるようにすること、スムーズなコ

ミュニケーションを促すこと等に主眼を置いた指導実践が多く見られた。

鷺山（ ）は、小学校低学年の児童に対し、コミュニケーションする心と力を育むた

め、興味関心を拡げる、人と関わること、話すことの楽しさを味わうことを積み上げつつ、

思いを一語文や二語文で伝える実践を行い、その成果を報告している。宮下（ ）は、

小学校低学年の児童に対し、思いを伝える力の向上をめざして、共感的な理解を心がけ、

ゲーム、クイズを用いた楽しく取り組める学習、ことばや身振り、気持ちを表すカードを

使って意思を伝える取組等を実践し、伝える力が伸びたことを報告している。

千場（ ）は、気持ちをうまく伝えることができず我慢してしまう小学校高学年の児

童に対し、安心して話すこと、話す楽しさを味わうこと、学習の達成感・満足感を味わい

自信を持つことを重視しつつ、様々な場面での友達への声のかけ方や、４コマ漫画等を利

用して場面や状況を読みとる実践を行っている。川名（ ）は、自分の思いが話せず「忘

れました」と話す小学校低学年の児童に対し、遊びやゲームを通して、話す楽しさを味わ

い、ことばの概念を形成しつつ、楽しく取り組める活動を通して人に伝えたくなる経験を

増やし、それを文や文章で伝える実践を報告している。また永久井（ ）は、自分の考

えを表現することが苦手な小学校高学年の児童に対し、経験や出来事のイメージ化に取り

組むことで、ことばで伝える力につながった実践を報告している。鹿嶋（ ）は、小学

校低学年の児童に対して、自分の思いや考えを表現できることをめざして、生活経験を共

有し、表現につなげる取組を行っている。矢嶋・三井（ ）は、小集団の中で身体活動、

ごっこ遊び、カルタ遊びなどを通して、幼児の自己表現力を高める取組を報告している。

山部（ ）、木下（ ）は、ことばの基礎の育ちを念頭に置きつつ、教師との関係の

深まりを重視し、楽しく話すこと、主体的に話すことを展開している。佐々本（ ）は、

教師との関係を深めることを実践する上で、お菓子作り、キャッチボール等、日常の暮ら

しに密着した活動を通したコミュニケーションを展開している。

３．言語理解、語彙の拡充、認知・処理力

言語理解力や語彙力を高めること、認知や処理の側面の向上に主眼を置いた指導実践も

数多く見られた。

隈本（ ）は、助詞の使用や構文に未熟さが見られる児童に、小学校の中学年から高

学年にかけて、児童の好きなこと、挑戦してみたいことを共有しつつ、料理の手順の作成、

手紙、詩作、新聞作り等の取組により構文力の向上をめざした。

柵原は（ ）は、聴覚認知が苦手な児童に、小学校の低学年から高学年にかけて、聞

き取り練習や日記に取り組み、言語の基礎的な能力の向上を図った。園田（ ）は、認

知力が弱く語彙が少ない小学校低学年の児童に、得意なことを増やし、日常生活に根ざし

たことばを育てる実践を行っている。身近な場所の探検、カブトムシの成長などが取り上

げられている。

八木（ ）は、ことばの力が全般的に弱い小学校低学年の児童に対して、ひらがな・

カタカナの指導、ごっこ遊び、しりとりやクイズ等のルールのあるゲームの取組等を通し

て、ことばの力を高め、やりたい思いがあっても「できない」とあきらめるのではなく、

自信が持て、実行できるようになることをめざした実践を行っている。白濱（ ）は、

ことばの力が全般的に弱い小学校低学年の児童に対し、遊びを通した語彙の拡充、しりと

り、なぞなそ、反対ことば等、言語理解や表出を促す実践を報告している。
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福山は（ ）は、話すことばが少なく受け答えが苦手な小学校低学年の児童に、知識

や経験と語彙を結びつける活動、ことば遊び、生活場面を想定し状況に応じたことばを使

う活動等を行い、ことばで表現することに意欲を持たせる指導実践を報告している。

國吉（ ）は、ことばの力が全般的に弱い小学校中学年の児童に、語彙を増やし、相

手に伝わりやすい話し方を身につけるため、季節のことば等のことば集め、集めたことば

を使った詩作、新聞や本を通した語彙の拡充等に取り組んでいる。森園（ ）は、話し

ことばが苦手な小学校低学年の児童に対して、仲間集め、絵とことばをヒントにしたクイ

ズなど、楽しみながら継続して取り組むことで、ことばの力を高めた実践を報告している。

４．読み書き、音読

読み書き、音読を指導の中心的な観点とする報告もいくつか見られた。

勝田（ ）は、誤った言い方がなかなか改善しない小学校低学年の児童に対して、文

字カードを使った読み書き指導に取り組んだ実践を報告している。田幸（ ）は、こと

ばの力が全般的に弱い小学校高学年の児童に対し、文字の読み書きの力を育てることをね

らいの一つとして実践している。

竹下（ ）は、読み書きに困難さがある小学校中学年の児童に対し、語彙の拡充や自

由会話とともに、音読や文字カードによる読みの指導、文字の視写や単語の表記による書

きの指導の実践を報告している。小林（ ）は、読み書きに困難が見られる小学校低学

年の児童に、文章や漢字への興味を持たせつつ、文字の特徴、文字のパーツなどを理解し、

読む、書く取組を行い報告している。松尾（ ）は、ことばの力が全般的に弱く、読み

の困難さが学習全般に影響を与えている小学校低学年の児童に、音読の際に、助詞を○で

囲んだり、文末にスラッシュを入れたりして、読みやすく工夫して取り組んだ実践を報告

している。小川（ ）は、文字が整いにくく表記ミスが多い児童に、目と手の協応を促

すことで書字力を高め、言語表現力をつける取組を報告している。

亀山・佐貫・西村（ ）は、ことばの力に全般的に弱さがある２事例について、読み

書きについての抵抗感を軽減させるため、語音を聞き分ける力を高め、読める文字を増や

すことに重点を置いて指導を行った実践、表意文字である漢字を指導することで、文字学

習への抵抗感を軽減していった実践を報告している。

５．運動面、身体の動き

運動面、身体の動きを指導の中心的な観点とする報告も見受けられた。

渡部（ ）は、ことばに遅れが見られ、新しいことが苦手な小学校低学年の児童に、

共感関係を築きながら粗大運動を行ったり、体の中心軸が意識できる運動に取り組んだり

して、身体の感覚、動作、方向、感情などの表現力の向上を図った。この実践の背景には、

ことばの基盤を育てるためには運動面の支援が重要との考えがある。

その他、実践の中心的な観点ではないものの粗大運動の観点は松尾（ ）にも見られ、
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の困難さが学習全般に影響を与えている小学校低学年の児童に、音読の際に、助詞を○で

囲んだり、文末にスラッシュを入れたりして、読みやすく工夫して取り組んだ実践を報告

している。小川（ ）は、文字が整いにくく表記ミスが多い児童に、目と手の協応を促

すことで書字力を高め、言語表現力をつける取組を報告している。

亀山・佐貫・西村（ ）は、ことばの力に全般的に弱さがある２事例について、読み

書きについての抵抗感を軽減させるため、語音を聞き分ける力を高め、読める文字を増や

すことに重点を置いて指導を行った実践、表意文字である漢字を指導することで、文字学

習への抵抗感を軽減していった実践を報告している。

５．運動面、身体の動き

運動面、身体の動きを指導の中心的な観点とする報告も見受けられた。

渡部（ ）は、ことばに遅れが見られ、新しいことが苦手な小学校低学年の児童に、

共感関係を築きながら粗大運動を行ったり、体の中心軸が意識できる運動に取り組んだり

して、身体の感覚、動作、方向、感情などの表現力の向上を図った。この実践の背景には、

ことばの基盤を育てるためには運動面の支援が重要との考えがある。

その他、実践の中心的な観点ではないものの粗大運動の観点は松尾（ ）にも見られ、

鷺山（ ）、棚原（ ）、白濱（ ）には、発語器官の運動の向上の観点が見られた。

６．社会性、注意集中

社会性や注意力、集中力の向上を指導実践の観点とする報告も見られ、いくつかの実践

報告では、指導の中心ではないもののこの観点からの指導が行われていた。

小林（ ）は、読み書きに困難さの見られる小学校低学年の児童の指導において、自

分の特徴を知り、礼儀を守ることや、ルールに従って楽しむことを取り入れた実践を行い

報告している。

小川（ ）は、文字が整いにくく表記ミスが多い児童の指導において、ことばをよく

聞いて書き留める、絵をよく確かめて順序正しく並べる等、注意力、集中力を高める観点

からの指導を取り入れていた。

７．まとめ

全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会及び九州地区難聴・言語障害教育

研究会の実践報告から、近年の「ことばの遅れ」に関わる指導実践を概観し、以上に、指

導の観点を柱に整理した。ただし、各報告に見られる実践においては、それぞれの事例に

ついて一つの観点からの指導がなされていたわけではなく、多くの事例で、上記に整理し

た複数の観点の指導が盛り込まれていた。従って、上記の整理は、実践報告を指導の観点

によって分類したものではなく、実践報告から抽出された指導の観点とそれが主に見受け

られた報告という意味合いが強い。

上記の「気持ちの表出、コミュニケーション」「言語理解、語彙の拡充、認知・処理力」

「読み書き、音読」「運動面、身体の動き」「社会性、注意集中」は、実践報告に見る限り

において、「ことばの遅れ」に関する指導実践の主要な観点と考えられるが、ほとんどの実

践において、子どもの主体性や自信・意欲を支えることが尊重されており、ことばの育ち

を支える上での基礎として重要なことと認識されていると考えられる。同時に、子どもと

教師の関係の深まり、子どもの日常の生活経験、子どもの好きなこと等も指導実践におい

て留意されている様子も見受けられる（山部， ；木下， ；佐々本， ）。

また、ことば、コミュニケーションに関わる直接的な側面だけでなく、広く関係すると

考えられる運動面や注意力等の側面にも指導の目が向けられていること、友達への声のか

け方（千場， ）、礼儀やルール（小林， ）のような、発達障害教育をはじめ他の領

域に見られる、いわゆるソーシャルスキルへの取組も行われていること等も、「ことばの遅

れ」に関する指導実践の動向と言えるだろう。
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て－．第 回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会長野大会要項，

－ ．

）千場貴与（ ）．コミュニケ－ションに課題のある子どもをどう支援していくか －

友達と楽しく関わることを目指した取り組み－．第 回九州地区難聴・言語障害教育

研究会鹿児島大会要項， － ．

）白濱ゆかり（ ）．ことばを豊かにするための支援の実際 －こどもの実態に沿った

適切なアプローチを求めて－．第 回九州地区難聴・言語障害教育研究会熊本大会要

項， － ．

）園田敏博（ ）．よりよい生活をめざした言語指導．第 回全国公立学校難聴・言

語障害教育研究協議会全国大会宮崎大会要項， － ．

）竹下佳代子（ ）．「育ちの中で言語発達に遅れがみられる児童の支援の実際」．第

回九州地区難聴・言語障害教育研究会沖縄大会要項， － ．

）田幸京子（ ）．言語発達に遅れのある子どもへの支援 －人との関わりを持ち、い

きいきと活動するＡ児をめざして－．第 回九州地区難聴・言語障害教育研究会沖縄

大会要項， － ．

）棚原恵子（ ）．Ａ児の適切な指導・支援を求めて －聴覚認知のにがてなＡ児との

関わりから－．第 回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会宮崎大会

要項， － ．

）渡部高子（ ）．新しいことが苦手で固まってしまうＡ児の指導 －ことばの育ちと

感覚統合－．第 回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会神奈川大会

要項， － ．

）八木ひろ子（ ）．話しことばにつまづきがある 児への指導 －「ウルトラマンや

りたい」「ポケモンでやりたい」という思いを実現するために－．第 回全国公立学校

難聴・言語障害教育研究協議会全国大会岐阜大会要項， － ．

）矢嶋千鶴・三井真美（ ）．「幼児のことばの発達やコミュニケーションを促す支援」

－グループ遊びでの関わり合いを通して、自己を表現する力を高める－．第 回全国

公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会長野大会要項， － ．
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）山部祐子（ ）．ことばの育ちとコミュニケーション －１事例を通して－．第

回全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会山口大会要項， － ．
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